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報

告

・

第

九

回

愛

知

憲

法

フ

ォ

ー

ラ

ム

開

催

さ

る 

今
年
の
第
九
回
愛
知
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
五
月
三
日
、
ア
パ
ホ
テ
ル
名
古
屋 

錦 

四
階
・

旭
の
間
で
二
百
名
超
え
る
盛
況
の
中
、
明
治
天
皇
の
玄
孫
で
あ
り
憲
法
学
者
で
も
あ
る
竹
田
恒

泰
先
生
を
お
招
き
し
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
五
項
目
に
分
け
て
サ
マ
リ
（
講
演
の
要
約
）

を
以
下
、
記
述
し
ま
し
た
。 

【
主
権
に
つ
い
て
】
憲
法
と
は
主
権
者
が
権
力
者
を
縛
る
も
の
で
、
つ
ま
り
権
力
者
の
暴
走
を

止
め
る
も
の
。
主
権
者
と
は
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
め
る
者
の
こ
と
で
「
か
つ
て

は
天
皇
、
今
は
国
民
主
権
」
と
い
う
嘘
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
国
民
は
法
律
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
身
は
作
れ
る
が
、
公
布
は
天
皇
し
か
出
来
な
い
。
と 

い
う
事
は
主
権
は
天
皇
と
国
民
が
一
体
と
な
っ
た
時
に 

し
か
発
動
し
な
い
。
言
い
換
え
る
と
主
権
は
権
力
と
権 

威
の
側
面
が
あ
り
、
権
力
は
国
民
、
権
威
は
天
皇
が
持 

っ
て
い
る
。
権
力
と
権
威
が
一
体
と
な
っ
た
時
始
め
て 

主
権
が
発
動
す
る
と
い
う
君
民
一
体
と
な
っ
た
姿
が
我 

が
国
の
主
権
の
姿
で
あ
り
、
戦
前
戦
後
で
変
わ
っ
て
い 

な
い
。「
戦
前
は
天
皇
主
権
」
と
い
う
の
も
、
大
日
本
帝 

国
憲
法
下
、
政
府
と
統
帥
部
で
決
定
し
た
事
を
天
皇
が 

覆
す
事
は
出
来
な
い
こ
と
か
ら
嘘
だ
と
分
か
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
国
民
に
つ
い
て
】
国
民
に
は
二
種
類
あ
り
、
主
権
者 

た
る
国
民
（
姿
形
が
無
い
も
の
、
法
学
上
の
概
念
）
と 

主
権
に
よ
り
統
治
さ
れ
る
国
民
（
姿
・
形
が
あ
る
も
の
、 

日
本
国
民
は
こ
ち
ら
）
で
あ
る
。
我
々
は
主
権
者
た
る 

国
民
の
意
思
決
定
に
参
加
出
来
る
が
、
主
権
に
よ
り
統 

治
さ
れ
る
国
民
で
あ
る
。
天
皇
は
主
権
者
た
る
国
民
を 

象
徴
し
て
い
る
。 

【
国
体
に
つ
い
て
】
戦
前
戦
後
と
国
体
が
変
わ
ら
ず
、 

天
皇
と
国
民
の
関
係
は
親
子
の
関
係
で
あ
る
の
が
我
が 

国
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
ど
の
国
も
憲
法
一
条
を
見
れ
ば
国
体
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
米
国 

は
自
由
、
中
国
は
共
産
党
の
一
党
支
配
で
あ
る
。
第
一
条
に
あ
る
象
徴
と
は
異
質
な
も
の
同
士 

の
関
係
、
つ
ま
り
姿
・
形
が
あ
る
も
の
で
姿
・
形
の
無
い
も
の
を
表
す
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
を 

見
れ
ば
日
本
が
見
え
る
が
、
米
国
大
統
領
で
は
米
国
は
見
え
な
い
し
、
中
国
国
家
主
席
で
は
中 

国
は
見
え
な
い
。 

【
大
日
本
帝
国
憲
法
に
つ
い
て
】
大
日
本
帝
国
憲
法
の
第
一
条
の
「
統
治
ス
」
は
「
治
ラ
ス
（
シ

ラ
ス
）」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
天
皇
が
国
民
の
事
情
を
広
く
お
知
り
に
な
り
、
そ

の
上
で
国
民
の
幸
せ
を
祈
る
事
に
よ
り
自
然
と
国
が
ま
と
ま
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
日
本
国 

憲
法
の
第
一
条
は
大
日
本
帝
国
憲
法
と
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
。
敗
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
作 

成
さ
れ
た
憲
法
草
案
は
、
国
会
で
の
議
論
を
通
し
て
草
案
と
は
ま
る
で
異
な
る
も
の
と
な
っ
て 

お
り
、
当
時
の
人
が
頑
張
っ
て
な
部
分
を
護
っ
た
事
が
分 

か
る
。
大
日
本
帝
国
憲
法
は
記
紀
か
ら
由
来
し
て
い
る
。 

天
皇
で
あ
る
根
拠
は
歴
史
の
事
実
か
て
お
り
、
前
の
天
皇 

か
引
き
継
ぎ
、
ず
っ
と
前
を
た
ど
自
然
の
意
思
に
繋
が
る
。 

知
ら
ず
知
ら
ず
に
神
話
に
拘
束
さ
れ
て
い
る 

【
第
九
十
六
条
を
改
正
と
憲
法
の
護
る
部
分
に
つ
い
て
】 

第
九
十
六
条
を
深
く
議
論
す
る
と
保
守
の
中
で
も
意
見
が 

分
か
れ
る
の
で
改
正
す
る
の
は
一
番
難
し
い
。
二
分
の
一 

の
賛
成
を
改
正
発
議
す
る
と
実
質
的
に
白
紙
委
任
に
な
る 

の
で
権
力
者
を
拘
束
出
な
い
。
改
正
条
件
は
他
の
国
よ
り 

厳
し
い
訳
で
は
な
く
、
国
標
準
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
今
ま
で 

改
正
し
な
か
っ
た
（
出
来
な
っ
た
）
の
は
ハ
ー
ド
ル
（
第 

九
十
六
条
）
よ
り
も
国
民
の
意
識
の
問
題
。
現
在
の
議
論 

で
は
憲
法
が
改
悪
さ
れ
る
可
能
性
に
い
て
論
じ
ら
れ
て
い 

な
い
。
憲
法
の
ど
こ
を
護
る
か
の
議
論
に
六
割
方
集
中
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
で
は
現
憲
法
で
何
を
護
る
べ
き
か 

は
日
本
の
国
体
に
関
わ
る
箇
所
の
第
一
条
（
天
皇
の
統
治
） 

と
第
六
条
（
天
皇
の
内
閣
総
理
大
臣
任
命
権
）
で
あ
る
。 

し
か
し
、
優
先
的
に
改
正
す
べ
き
は
憲
法
よ
り
も
皇
室
典
範
の
方
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
責 

・ 

愛
知
竹
田
研
究
会
幹
事 

高
橋 

基
氏
） 

 

●
愛
知
県
護
国
神
社
清
掃
奉
仕
予
定 

次
回
は
七
月
七
日
午
前
七
時
開
始
、
八
時
終
了
。
八
月
四
日
、
九
月
一
日
、
を 

予
定
し
て
お
り
ま
す
。
尚
、
八
月
ま
で
は
午
前
七
時
開
始
で
す
。
軍
手
を
必
ず 

ご
持
参
下
さ
い
。
ま
た
、
小
雨
な
ら
社
屋
の
木
枠
拭
き
掃
除
し
ま
す
の
で
雑
巾 

を
ご
持
参
下
さ
い
。
大
雨
は
中
止
に
な
り
ま
す
が
、
疑
わ
し
い
天
気
の
場
合
に 

は
、
現
場
責
任
者
の
服
部
宛
、
お
電
話
下
さ
い 

。
（０
９
０
・６
４
６
６
・１
５
９
２
〉  

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
六
月
二
日
に
は
、
当
日
清
掃
奉
仕
後
に
、
役
所
に
お 

二
人
そ
ろ
っ
て
婚
姻
届
け
に
い
か
れ
る
お
幸
せ
な
ご
両
人
に
参
加
い
た
だ
き
ま 

し
た
。
お
幸
せ
に
。 

●
「日
本
の
息
吹
」を
引
き
続
き
ご
継
続
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
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